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1

○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
） 

 
 

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
国
会
議
員

 

の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
経
費
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
会
議
員
の
選
挙
等
」
と
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
第
九
十

 

五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
い
う
。

２　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
都
市
」
と
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
を
い
い
、
「
区
」
と
は
、
大
都
市
の
区
及
び
総
合
区
並
び
に
都
の
特
別
区
を
い
う
。 

３　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
平
日
」
と
は
、
休
日
以
外
の
日
を
い
い
、
「
休
日
」
と
は
、
地
方
自
治
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条

 

例
で
定
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
休
日
を
い
う
。

４　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
定
出
先
機
関
」
と
は
、
支
庁
及
び
地
方
事
務
所
以
外
の
都
道
府
県
の
出
先
機
関
の
う
ち
、
そ
こ
で
国
会
議
員
の
選

挙
等
の
執
行
に
関
す
る
事
務
が
行
わ
れ
る
も
の
で
、
総
務
大
臣
が
当
該
事
務
の
処
理
に
要
す
る
経
費
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
定
し
た
も

 

の
を
い
う
。

 
 

（
新
聞
広
告
公
営
費
等
）

第
十
一
条　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
新
聞
広
告
、
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
、
選
挙
運
動
用
自
動

車
の
使
用
、
通
常
葉
書
の
作
成
、
ビ
ラ
の
作
成
、
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
又
は
船
舶
の
立
札
及
び

看
板
の
類
の
作
成
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
並
び
に
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
は
、
総
務
大
臣
が
定
め

 

る
。

 
 

（
日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
経
費
）

第
十
六
条　

日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
要
す
る
経
費
の
額
は
、
投
票
が
一
又
は
二
以
上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

の
区
域
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
（
第
九
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出

し
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
に
同
条
第
九
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
経
費
の
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
投
票
が
一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
並
び
に
都
道
府
県
の
支
庁
、
地
方
事
務
所
及
び
認
定
出
先
機
関
に
つ
い
て
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
参
議
院

議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
区
町
村
に
つ
い
て
は
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
十
三

条
（
第
九
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
に
相
当
す
る

 

額
以
内
の
額
に
同
条
第
九
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
経
費
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
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（
交
付
）

第
十
八
条　

総
務
大
臣
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
各
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
に
在
る
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
要
す
る
経
費
並
び
に
不
在
者
投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る
経
費
で
予
算
を
も
つ
て
定
め

ら
れ
た
も
の
を
都
道
府
県
に
交
付
し
、
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
町
村
及
び
不
在
者
投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る

 

経
費
と
し
て
交
付
を
受
け
た
額
を
市
町
村
及
び
不
在
者
投
票
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

災
害
又
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
の
発
生
、
感
染
症
の
ま
ん
延
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
交
付
額
を
も
つ
て

国
会
議
員
の
選
挙
等
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
同
項
の
交
付
額
の
百
分
の
五
以
内

の
額
（
総
務
大
臣
と
財
務
大
臣
と
の
協
議
が
調
つ
た
場
合
に
は
、
百
分
の
五
を
超
え
る
額
）
で
別
に
予
算
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
範
囲

 

内
に
お
い
て
、
必
要
な
経
費
を
追
加
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
不
在
者
投
票
管
理
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
も
つ
て
実
施
す
べ
き
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
事
務
の
一

部
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
既
に
交
付
し
た
交
付
金
の
う
ち
そ
の
事
務
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
相

 

当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
選
挙
人
の
意
義
）

第
二
十
条　

こ
の
法
律
（
第
十
三
条
第
八
項
を
除
く
。
）
に
お
け
る
選
挙
人
の
数
は
、
公
職
選
挙
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
う
ち
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
期
日
の
直
前
の
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

選
挙
人
の
数
及
び
当
該
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の

 

数
の
合
計
数
と
す
る
。

２　

日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
中
「
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
及
び
当
該

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
の
合
計
数
」
と
あ
る

の
は
、
「
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 



3

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
） 

 
 

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）

第
五
条
の
六　

二
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
す
る
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
内
の
当
該
二
の
都
道
府
県
（
以
下
「
合
同
選
挙

区
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
共
同
し
て
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

 

２
～

　

〔
略
〕
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（
在
外
選
挙
人
名
簿
） 

第
三
十
条
の
二　

〔
略
〕

 

２　

〔
略
〕

３　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を
行
い
、
及
び
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
（
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
る
と
同
時
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録

を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４　

在
外
選
挙
人
名
簿
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５　

〔
略
〕

 
 

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
条
の
三　

在
外
選
挙
人
名
簿
に
は
、
選
挙
人
の
氏
名
、
最
終
住
所
（
選
挙
人
が
国
外
へ
住
所
を
移
す
直
前
に
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
た

住
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
申
請
の
時
（
選
挙
人
が
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
事

官
又
は
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
者
に
提
出
し
た
時
を
い
う
。
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

け
る
本
籍
、
性
別
及
び
生
年
月
日
等
の
記
載
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
あ
つ
て

 

は
、
記
録
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
・
３　

〔
略
〕

 
 

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
等
）

第
三
十
条
の
五　

年
齢
満
十
八
年
以
上
の
日
本
国
民
で
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管

轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
で
、
最
終
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
そ

の
者
が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地

 

の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
申
請
を
す
る
者
の
住
所

を
管
轄
す
る
領
事
官
（
当
該
領
事
官
を
経
由
し
て
当
該
申
請
を
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
地
域
と
し
て
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め

る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
者
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
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日
以
後
速
や
か
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
前
条
第
一
項
に
定
め
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る

資
格
（
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
意
見
を
付
し
て
、

当
該
申
請
を
し
た
者
の
最
終
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳

に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
送
付
し
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

当
該
申
請
の
時
の
属
す
る
日

二　

当
該
申
請
の
時
の
属
す
る
日
が
当
該
申
請
書
に
当
該
領
事
官
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日

 

か
ら
三
箇
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合　

当
該
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
三
箇
月
を
経
過
し
た
日

４　

年
齢
満
十
八
年
以
上
の
日
本
国
民
で
国
外
に
転
出
を
す
る
旨
の
住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
国
外
転
出
届
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
当
該
国
外
転
出
届
が
さ
れ
た
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当

該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
で
、
当
該
国
外
転
出
届
に
転
出
の
予
定
年
月
日
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日
ま
で
に
、
当
該
市

町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
日
ま
で
に
、
文

 

書
で
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
・
６　

〔
略
〕

 
 

（
投
票
所
）

 

第
三
十
九
条　

投
票
所
は
、
市
役
所
、
町
村
役
場
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し
た
場
所
に
設
け
る
。

 
 

（
投
票
所
の
開
閉
時
間
）

第
四
十
条　

投
票
所
は
、
午
前
七
時
に
開
き
、
午
後
八
時
に
閉
じ
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
又
は
選
挙
人
の
投
票
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合

に
限
り
、
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ
若
し
く
は
繰
り
下
げ
、
又
は
投
票
所
を
閉
じ
る
時
刻
を
四
時
間

 

以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
そ
の
投
票
所
の

投
票
管
理
者
に
通
知
し
、
か
つ
、
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管

 

理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
投
票
所
の
告
示
）

 

第
四
十
一
条　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
の
期
日
か
ら
少
く
と
も
五
日
前
に
、
投
票
所
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
因
り
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
投
票
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
選
挙
の
当
日
を
除
く
外
、

 

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投
票
）

第
四
十
二
条　

選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
る
べ
き
旨
の
決
定
書
又
は
確
定
判
決
書
を
所
持
し
、
選
挙
の
当
日
投
票
所
に
至
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
投
票
管
理
者
は
、
そ
の
者
に

 
投
票
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２　

〔
略
〕

 
 

（
投
票
所
に
お
け
る
投
票
）

 

第
四
十
四
条　

選
挙
人
は
、
選
挙
の
当
日
、
自
ら
投
票
所
に
行
き
、
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

選
挙
人
は
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
次
項
、
第
五
十
五

条
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
照
を
経
な
け
れ
ば
、
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３　

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
が
、
従
前
住
所
を
有
し
て
い
た
現
に
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
を
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
選
挙
人
名
簿
又
は

そ
の
抄
本
の
対
照
を
経
る
際
に
、
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
提
示
し
、
又
は
引

 

き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
投
票
用
紙
の
交
付
及
び
様
式
）

 

第
四
十
五
条　

投
票
用
紙
は
、
選
挙
の
当
日
、
投
票
所
に
お
い
て
選
挙
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

投
票
用
紙
の
様
式
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
総
務
省
令
で
定
め
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の

 

選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。

 

（
投
票
の
記
載
事
項
及
び
投
函
） 

か

ん

第
四
十
六
条　

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
は
、

 

投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
一
人
の
氏
名
を
自
書
し
て
、
こ
れ
を
投
票
箱
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
は
、
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
一
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
（
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
項
の
届
出
に
係
る
名

 

称
又
は
略
称
を
自
書
し
て
、
こ
れ
を
投
票
箱
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
は
、
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議

院
名
簿
登
載
者
（
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
か
ら
第
八
章
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
人
の
氏

名
を
自
書
し
て
、
こ
れ
を
投
票
箱
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
自
書
す
る
こ

と
に
代
え
て
、
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同

 

項
の
届
出
に
係
る
名
称
又
は
略
称
を
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４　

〔
略
〕
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（
代
理
投
票
）

第
四
十
八
条　

心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
自
ら
当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票

に
あ
つ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
あ
つ
て
は
公
職
の
候
補
者
た
る
参

議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
）
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
選
挙
人
は
、
第
四
十
六
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
管
理
者
に
申
請
し
、
代
理
投
票
を

 

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
投
票
管
理
者
は
、
投
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る

者
の
う
ち
か
ら
当
該
選
挙
人
の
投
票
を
補
助
す
べ
き
者
二
人
を
定
め
、
そ
の
一
人
に
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
に
お
い
て
投
票
用
紙
に
当
該
選

挙
人
が
指
示
す
る
公
職
の
候
補
者
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
）
一
人
の
氏
名
、
一
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の

名
称
若
し
く
は
略
称
又
は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
さ
せ
、
他
の
一
人
を
こ
れ
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば

 

な
ら
な
い
。

 

３　

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 
 

（
期
日
前
投
票
）

第
四
十
八
条
の
二　

選
挙
の
当
日
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日

 

前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

職
務
若
し
く
は
業
務
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
用
務
に
従
事
す
る
こ
と
。

二　

用
務
（
前
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
事
故
の
た
め
そ
の
属
す
る
投
票
区
の
区
域
外
に
旅
行
又
は
滞
在
を
す
る
こ
と
。 

三　

疾
病
、
負
傷
、
妊
娠
、
老
衰
若
し
く
は
身
体
の
障
害
の
た
め
若
し
く
は
産
褥
に
あ
る
た
め
歩
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
刑
事
施
設
、
労

じ

よ

く 

役
場
、
監
置
場
、
少
年
院
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

四　

交
通
至
難
の
島
そ
の
他
の
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
地
域
に
滞
在
を
す
る
こ
と
。

 

五　

そ
の
属
す
る
投
票
区
の
あ
る
市
町
村
の
区
域
外
の
住
所
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

 

六　

天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

２　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
二
以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
一
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
し
た
選
挙
人
が

 

他
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
市
町
村
の

 

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
も
の
と
す
る
。

４　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
期
日
前
投
票
所
を
開
く
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

 

５　

〔
略
〕

６　

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
期
日
前
投
票
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
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と
す
る
。

 
 

第
三
十
九
条

市
役
所

選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か

 
 

ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
（
二
以
上
の
期
日
前

 
 

投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
期
日
前
投

 
 

票
所
を
除
き
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し

た
期
間
）
、
市
役
所

第
四
十
条
第
一
項

午
前
七
時

午
前
八
時
三
十
分

第
四
十
条
第
一
項

選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

 
 

た
だ
し
書

る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
又
は
選
挙
人
の
投
票
に
支
障

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

を
来
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に

一　

当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
る
期
日

 

限
り
、
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に

前
投
票
所
の
数
が
一
で
あ
る
場
合　

期
日
前
投
票
所

 

お
い
て
繰
り
上
げ
若
し
く
は
繰
り
下
げ
、
又
は
投
票
所
を

を
開
く
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰

 

閉
じ
る
時
刻
を
四
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上

り
上
げ
、
又
は
期
日
前
投
票
所
を
閉
じ
る
時
刻
を
二

 
 

 

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
下
げ
る
こ
と
。

 
 

二　

当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
る
期
日

 
 

前
投
票
所
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
（
午
前
八
時

 
 

三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
い
ず

 
 

れ
か
一
以
上
の
期
日
前
投
票
所
が
開
い
て
い
る
場
合

 
 

に
限
る
。
）　

期
日
前
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
二
時

 
 

間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ
若
し
く
は
当

 
 

該
時
刻
を
繰
り
下
げ
、
又
は
期
日
前
投
票
所
を
閉
じ

 
 

る
時
刻
を
繰
り
上
げ
若
し
く
は
当
該
時
刻
を
二
時
間

以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
下
げ
る
こ
と
。

 
 

第
四
十
条
第
二
項

通
知
し
、
か
つ
、
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙

通
知
し
な
け
れ
ば

 
 

以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

第
四
十
一
条
第
一

か
ら
少
く
と
も
五
日
前
に
、
投
票
所 

の
公
示
又
は
告
示
の
日
に
、
期
日
前
投
票
所
の
場
所
（
二

 
 

項

以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
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期
日
前
投
票
所
の
場
所
及
び
当
該
期
日
前
投
票
所
を
設

け
る
期
間
）

第
四
十
一
条
第
二

投
票
所

期
日
前
投
票
所

項

選
挙
の
当
日
を
除
く
外
、
市
町
村

市
町
村

７　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
人
口
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
期

日
前
投
票
所
の
効
果
的
な
設
置
、
期
日
前
投
票
所
へ
の
交
通
手
段
の
確
保
そ
の
他
の
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

 

の
と
す
る
。

 

８　

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
録
の
作
成
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 
 

（
不
在
者
投
票
）

第
四
十
九
条　

前
条
第
一
項
の
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
不
在
者
投
票

 

管
理
者
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
～

　

〔
略
〕

10

 
 

（
選
挙
人
の
確
認
及
び
投
票
の
拒
否
）

第
五
十
条　

投
票
管
理
者
は
、
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
選
挙
人
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
本
人
で

 

あ
る
旨
を
宣
言
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
宣
言
を
し
な
い
者
は
、
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

２　

投
票
の
拒
否
は
、
投
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
き
、
投
票
管
理
者
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

前
項
の
決
定
を
受
け
た
選
挙
人
に
お
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
投
票
管
理
者
は
、
仮
に
投
票
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
項
の
投
票
は
、
選
挙
人
を
し
て
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
封
を
し
、
表
面
に
自
ら
そ
の
氏
名
を
記
載
し
て
投
票
箱
に
入
れ
さ
せ
な
け
れ
ば
な

 

ら
な
い
。

 

５　

投
票
立
会
人
に
お
い
て
異
議
の
あ
る
選
挙
人
に
つ
い
て
も
、
ま
た
前
二
項
と
同
様
と
す
る
。

 
 

（
投
票
所
に
出
入
し
得
る
者
）

第
五
十
八
条　

選
挙
人
、
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
、
投
票
所
を
監
視
す
る
職
権
を
有
す
る
者
又
は
当
該
警
察
官
で
な
け
れ
ば
、
投
票
所
に

 

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
人
の
同
伴
す
る
子
供
（
幼
児
、
児
童
、
生
徒
そ
の
他
の
年
齢
満
十
八
年
未
満
の
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
投
票
所
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
投
票
管
理
者
が
、
選
挙
人
の
同
伴
す
る
子
供
が
投
票
所
に
入
る
こ
と
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に
よ
り
生
ず
る
混
雑
、
け
ん
騒
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
状
況
か
ら
、
投
票
所
の
秩
序
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

 

認
め
、
そ
の
旨
を
選
挙
人
に
告
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

選
挙
人
を
介
護
す
る
者
そ
の
他
の
選
挙
人
と
と
も
に
投
票
所
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
者
と
し
て
投
票
管
理
者
が

 
認
め
た
者
に
つ
い
て
も
、
前
項
本
文
と
同
様
と
す
る
。

 
 

（
投
票
所
の
秩
序
保
持
の
た
め
の
処
分
の
請
求
）

第
五
十
九
条　

投
票
管
理
者
は
、
投
票
所
の
秩
序
を
保
持
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
警
察
官
の
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

 

る
。

 
 

（
投
票
所
に
お
け
る
秩
序
保
持
）

第
六
十
条　

投
票
所
に
お
い
て
演
説
討
論
を
し
若
し
く
は
け
ん
騒
に
わ
た
り
又
は
投
票
に
関
し
協
議
若
し
く
は
勧
誘
を
し
、
そ
の
他
投
票
所
の
秩

、

、

 

序
を
み
だ
す
者
が
あ
る
と
き
は
、
投
票
管
理
者
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
命
に
従
わ
な
い
と
き
は
投
票
所
外
に
退
出
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
各
選
挙
に
通
ず
る
選
挙
管
理
費
用
の
財
政
措
置
）

 

第
二
百
六
十
二
条　

選
挙
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
財
政
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

選
挙
人
名
簿
の
調
製
に
要
す
る
費
用

 

二　

点
字
器
の
調
整
に
要
す
る
費
用

 

三　

削
除

 

四　

第
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
要
す
る
費
用

 

五　

第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
公
表
、
保
存
及
び
閲
覧
の
施
設
に
要
す
る
費
用

 
 

（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
管
理
費
用
の
国
庫
負
担
）

 

第
二
百
六
十
三
条　

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。

一　

投
票
の
用
紙
及
び
封
筒
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
不
在
者
投
票
証
明
書
及
び
そ
の
封
筒
並
び
に
投
票
箱
の
調

 

製
に
要
す
る
費
用

二　

選
挙
事
務
の
た
め
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
投
票
管
理
者
、
開
票
管

 

理
者
、
選
挙
長
及
び
選
挙
分
会
長
に
お
い
て
要
す
る
費
用

 

三　

投
票
所
、
共
通
投
票
所
、
期
日
前
投
票
所
、
開
票
所
、
選
挙
会
場
及
び
選
挙
分
会
場
に
要
す
る
費
用

四　

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
選
挙
事
務
の
た
め
不
在
者
投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る
費
用
及
び
そ

の
投
票
記
載
の
場
所
に
要
す
る
費
用
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
条
第
七
項
及

 

び
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
送
信
に
要
す
る
費
用

 

四
の
二　

在
外
選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
選
挙
人
証
の
調
製
並
び
に
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
に
要
す
る
費
用

 

四
の
三　

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
投
票
に
関
す
る
費
用
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五　

投
票
管
理
者
、
開
票
管
理
者
、
選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
、
投
票
立
会
人
、
開
票
立
会
人
及
び
選
挙
立
会
人
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用
弁
償

 

に
要
す
る
費
用

 
五
の
二　

第
百
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
札
に
要
す
る
費
用

 
五
の
三　

第
百
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
要
す
る
費
用

 

五
の
四　

第
百
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
に
要
す
る
費
用

六　

第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
葉
書
の
費
用
並
び
に
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
葉
書
及
び
ビ
ラ
の
作
成
に
要
す
る
費

 用

 

六
の
二　

第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
札
及
び
看
板
の
類
並
び
に
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
要
す
る
費
用

 

七　

第
百
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
掲
示
場
の
設
置
に
要
す
る
費
用

 

八　

第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告
に
要
す
る
費
用

 

九　

第
百
五
十
条
及
び
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
放
送
に
要
す
る
費
用

十　

第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
演
説
会
の
た
め
の
施
設
（
設
備
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
標
旗
並
び
に
第

 

百
四
十
一
条
の
二
及
び
第
百
六
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
腕
章
に
関
す
る
費
用

 

十
の
二　

第
百
六
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
要
す
る
費
用

 

十
一　

第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
要
す
る
費
用

 

十
二　

第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
通
機
関
の
使
用
に
要
す
る
費
用
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○
日
本
国
憲
法
（
抄
） 

 
第
九
十
五
条　

一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
投
票
に

 
お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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○
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
） 

 
 
第
五
十
一
条
（
費
用
）　

審
査
の
施
行
に
関
す
る
費
用
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。
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○
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
） 

 
 

　

（
転
出
届
）

第
二
十
四
条　

転
出
を
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
氏
名
、
転
出
先
及
び
転
出
の
予
定
年
月
日
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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○
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
【
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
】
（
抄
）

 
 

 

　

（
寒
冷
地
手
当
の
支
給
）

第
一
条　

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の
初
日
（
次
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
及
び
同
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
「
支
給
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
次
条
に
お
い
て
「
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
給
与
の
ほ
か
、
予
算
の
範
囲
内
で
寒
冷
地
手

 

当
を
支
給
す
る
。

 

一　

別
表
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員

二　

別
表
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
官
署
の
う
ち
そ
の
所
在
す
る
地
域
の
寒
冷
及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
同
表
に
掲
げ
る
地

 

域
に
所
在
す
る
官
署
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
官
署
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
在
勤
す
る
職
員

 
 

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

地
域
の
区
分

地
域

 

一
級
地

北
海
道
の
う
ち

 

旭
川
市　

帯
広
市　

北
見
市　

夕
張
市　

赤
平
市　

士
別
市　

名
寄
市　

歌
志
内
市　

深
川
市　

富
良
野
市

 

後
志
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

虻
田
郡
の
う
ち
京
極
町
及
び
倶
知
安
町　

余
市
郡
の
う
ち
赤
井
川
村

 

空
知
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

空
知
郡
の
う
ち
上
砂
川
町　

雨
竜
郡
の
う
ち
妹
背
牛
町
、
秩
父
別
町
、
北
竜
町
及
び
沼
田
町

 

上
川
総
合
振
興
局
管
内

 

宗
谷
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

枝
幸
郡
の
う
ち
中
頓
別
町

 

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

網
走
郡　

常
呂
郡　

紋
別
郡
の
う
ち
遠
軽
町
、
湧
別
町
、
滝
上
町
及
び
西
興
部
村

 

十
勝
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

河
東
郡　

河
西
郡　

広
尾
郡
の
う
ち
大
樹
町　

中
川
郡　

足
寄
郡

 

釧
路
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

川
上
郡　

阿
寒
郡
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二
級
地

北
海
道
の
う
ち

 

札
幌
市　

小
樽
市　

釧
路
市　

岩
見
沢
市　

網
走
市　

留
萌
市　

稚
内
市　

美
唄
市　

芦
別
市　

江
別
市　

紋
別

 
 

市　

三
笠
市　

千
歳
市　

滝
川
市　

砂
川
市　

恵
庭
市　

北
広
島
市　

石
狩
市

 
 

石
狩
振
興
局
管
内

 
 

渡
島
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 
 

松
前
郡　

上
磯
郡
の
う
ち
知
内
町　

二
海
郡　

山
越
郡

 
 

檜
山
振
興
局
管
内
の
う
ち

 
 

瀬
棚
郡　

久
遠
郡

 
 

後
志
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

島
牧
郡　

寿
都
郡　

磯
谷
郡　

虻
田
郡
の
う
ち
ニ
セ
コ
町
、
真
狩
村
、
留
寿
都
村
及
び
喜
茂
別
町　

岩
内
郡　

 
 

古
宇
郡　

積
丹
郡　

古
平
郡　

余
市
郡
の
う
ち
仁
木
町
及
び
余
市
町

 
 

空
知
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 
 

空
知
郡
の
う
ち
南
幌
町
及
び
奈
井
江
町　

夕
張
郡　

樺
戸
郡　

雨
竜
郡
の
う
ち
雨
竜
町

 

留
萌
振
興
局
管
内

 

宗
谷
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

宗
谷
郡　

枝
幸
郡
の
う
ち
浜
頓
別
町
及
び
枝
幸
町　

天
塩
郡　

礼
文
郡　

利
尻
郡

 

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

斜
里
郡　

紋
別
郡
の
う
ち
興
部
町
及
び
雄
武
町

 

胆
振
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち 

虻
田
郡　

有
珠
郡　

勇
払
郡

 

日
高
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

沙
流
郡

 

十
勝
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

上
川
郡　

広
尾
郡
の
う
ち
広
尾
町　

十
勝
郡

 

釧
路
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち 

釧
路
郡　

厚
岸
郡　

白
糠
郡

根
室
振
興
局
管
内

 
 

三
級
地

北
海
道
の
う
ち

 
 

函
館
市　

室
蘭
市　

苫
小
牧
市　

根
室
市　

登
別
市　

伊
達
市　

北
斗
市

 

渡
島
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

上
磯
郡
の
う
ち
木
古
内
町　

亀
田
郡　

茅
部
郡
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檜
山
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

檜
山
郡　

爾
志
郡　

奥
尻
郡 

胆
振
総
合
振
興
局
管
内
の
う
ち

 

白
老
郡

 

日
高
振
興
局
管
内
の
う
ち

新
冠
郡　

浦
河
郡　

様
似
郡　

幌
泉
郡　

日
高
郡

 
 

四
級
地

青
森
県
の
う
ち

青
森
市　

弘
前
市　

八
戸
市　

黒
石
市　

五
所
川
原
市　

十
和
田
市　

三
沢
市　

む
つ
市　

つ
が
る
市　

平
川
市

　

東
津
軽
郡
の
う
ち
今
別
町
、
蓬
田
村
及
び
外
ヶ
浜
町　

西
津
軽
郡
の
う
ち
鰺
ヶ
沢
町　

中
津
軽
郡　

南
津
軽
郡

 
　

北
津
軽
郡　

上
北
郡　

下
北
郡　

三
戸
郡

 

岩
手
県
の
う
ち

盛
岡
市　

大
船
渡
市　

花
巻
市　

北
上
市　

久
慈
市　

遠
野
市　

一
関
市　

二
戸
市　

八
幡
平
市　

奥
州
市　

滝

沢
市　

岩
手
郡　

紫
波
郡　

和
賀
郡　

胆
沢
郡　

西
磐
井
郡　

気
仙
郡　

下
閉
伊
郡
の
う
ち
岩
泉
町
、
田
野
畑
村

 

及
び
普
代
村　

九
戸
郡　

二
戸
郡

 

宮
城
県
の
う
ち

 

栗
原
市　

大
崎
市　

刈
田
郡
の
う
ち
七
ケ
宿
町

 

秋
田
県
の
う
ち

横
手
市　

大
館
市　

湯
沢
市　

鹿
角
市　

大
仙
市　

北
秋
田
市　

仙
北
市　

鹿
角
郡　

北
秋
田
郡　

山
本
郡
の
う

 

ち
藤
里
町
及
び
八
峰
町　

南
秋
田
郡
の
う
ち
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
及
び
井
川
町　

仙
北
郡　

雄
勝
郡

 

山
形
県
の
う
ち

山
形
市　

米
沢
市　

新
庄
市　

寒
河
江
市　

上
山
市　

村
山
市　

長
井
市　

天
童
市　

東
根
市　

尾
花
沢
市　

南

 

陽
市　

東
村
山
郡　

西
村
山
郡　

北
村
山
郡　

最
上
郡　

東
置
賜
郡　

西
置
賜
郡

 

福
島
県
の
う
ち

会
津
若
松
市　

喜
多
方
市　

田
村
市　

南
会
津
郡　

耶
麻
郡　

河
沼
郡　

大
沼
郡　

西
白
河
郡
の
う
ち
西
郷
村　

東
白
川
郡
の
う
ち
鮫
川
村　

石
川
郡
の
う
ち
平
田
村
及
び
古
殿
町　

田
村
郡　

双
葉
郡
の
う
ち
川
内
村
及
び
葛
尾

 

村　

相
馬
郡
の
う
ち
飯
舘
村

 

群
馬
県
の
う
ち

沼
田
市　

多
野
郡
の
う
ち
上
野
村　

吾
妻
郡
の
う
ち
長
野
原
町
、
嬬
恋
村
、
草
津
町
及
び
高
山
村　

利
根
郡
の
う

 

ち
片
品
村
、
川
場
村
及
び
み
な
か
み
町

 

新
潟
県
の
う
ち

長
岡
市　

三
条
市　

小
千
谷
市　

十
日
町
市　

見
附
市　

糸
魚
川
市　

妙
高
市　

佐
渡
市　

魚
沼
市　

南
魚
沼
市

 

　

東
蒲
原
郡　

南
魚
沼
郡　

中
魚
沼
郡　

岩
船
郡
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福
井
県
の
う
ち

 

勝
山
市　

今
立
郡

 

山
梨
県
の
う
ち

 

富
士
吉
田
市　

南
都
留
郡
の
う
ち
道
志
村
、
忍
野
村
、
山
中
湖
村
、
鳴
沢
村
及
び
富
士
河
口
湖
町　

北
都
留
郡

 

長
野
県
の
う
ち

松
本
市　

上
田
市　

諏
訪
市　

須
坂
市　

小
諸
市　

大
町
市　

飯
山
市　

茅
野
市　

塩
尻
市　

千
曲
市　

東
御
市

　

安
曇
野
市　

南
佐
久
郡
の
う
ち
小
海
町
、
川
上
村
、
南
牧
村
、
南
相
木
村
及
び
北
相
木
村　

北
佐
久
郡　

小
県

郡　

諏
訪
郡　

上
伊
那
郡
の
う
ち
辰
野
町　

下
伊
那
郡
の
う
ち
平
谷
村
、
根
羽
村
、
売
木
村
及
び
大
鹿
村　

木
曽

郡
の
う
ち
上
松
町
、
木
祖
村
、
王
滝
村
、
大
桑
村
及
び
木
曽
町　

東
筑
摩
郡　

北
安
曇
郡　

埴
科
郡　

上
高
井
郡

 

の
う
ち
高
山
村　

下
高
井
郡　

上
水
内
郡　

下
水
内
郡

 
岐
阜
県
の
う
ち

 
高
山
市　

飛
騨
市　

大
野
郡

 

島
根
県
の
う
ち

 

飯
石
郡

 

岡
山
県
の
う
ち

真
庭
郡

備
考　

こ
の
表
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
名
称
と
し
、
同
表
に
定
め
る
地
域
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も

の
の
同
日
に
お
け
る
区
域
を
用
い
て
示
さ
れ
た
地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す

る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
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○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

 
 

　

（
一
般
職
及
び
特
別
職
）

 

第
二
条　

国
家
公
務
員
の
職
は
、
こ
れ
を
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
つ
。

 

②　

一
般
職
は
、
特
別
職
に
属
す
る
職
以
外
の
国
家
公
務
員
の
一
切
の
職
を
包
含
す
る
。

 

③　

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

 

一　

内
閣
総
理
大
臣

 

二　

国
務
大
臣

 

三　

人
事
官
及
び
検
査
官

 

四　

内
閣
法
制
局
長
官 

五　

内
閣
官
房
副
長
官

 

五
の
二　

内
閣
危
機
管
理
監

 

五
の
三　

国
家
安
全
保
障
局
長

 

五
の
四　

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官

 

六　

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

 

七　

副
大
臣

 

七
の
二　

大
臣
政
務
官 

七
の
三　

大
臣
補
佐
官 

七
の
四　

デ
ジ
タ
ル
監

 

八　

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
及
び
国
務
大
臣
秘
書
官
並
び
に
特
別
職
た
る
機
関
の
長
の
秘
書
官
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
も
の

 

九　

就
任
に
つ
い
て
選
挙
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
あ
る
い
は
国
会
の
両
院
又
は
一
院
の
議
決
又
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
員 

十　

宮
内
庁
長
官
、
侍
従
長
、
東
宮
大
夫
、
式
部
官
長
及
び
侍
従
次
長
並
び
に
法
律
又
は
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
宮
内
庁
の
そ
の
他
の
職
員

十
一　

特
命
全
権
大
使
、
特
命
全
権
公
使
、
特
派
大
使
、
政
府
代
表
、
全
権
委
員
、
政
府
代
表
又
は
全
権
委
員
の
代
理
並
び
に
特
派
大
使
、
政

 

府
代
表
又
は
全
権
委
員
の
顧
問
及
び
随
員

 

十
一
の
二　

日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
委
員

 

十
二　

日
本
学
士
院
会
員

 

十
二
の
二　

日
本
学
術
会
議
会
員

 

十
三　

裁
判
官
及
び
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員

 

十
四　

国
会
職
員

 

十
五　

国
会
議
員
の
秘
書

十
六　

防
衛
省
の
職
員
（
防
衛
省
に
置
か
れ
る
合
議
制
の
機
関
で
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
一
条
の
政

令
で
定
め
る
も
の
の
委
員
及
び
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
同
法
第
四
十
一
条

の
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
） 



19

十
七　

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
」
と

い
う
。
）
の
役
員 

④　

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
一
般
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
職
（
以
下
そ
の
職
を
官
職
と
い
い
、
そ
の
職
を
占
め
る
者
を
職
員
と
い
う
。
）
に
、
こ

れ
を
適
用
す
る
。
人
事
院
は
、
あ
る
職
が
、
国
家
公
務
員
の
職
に
属
す
る
か
ど
う
か
及
び
本
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
か
特
別
職
に
属

 

す
る
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。

⑤　

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
改
正
法
律
に
よ
り
、
別
段
の
定
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
特
別
職
に
属
す
る
職
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な

 

い
。

 

⑥　

政
府
は
、
一
般
職
又
は
特
別
職
以
外
の
勤
務
者
を
置
い
て
そ
の
勤
務
に
対
し
俸
給
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
を
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い
。

 

⑦　

前
項
の
規
定
は
、
政
府
又
は
そ
の
機
関
と
外
国
人
の
間
に
、
個
人
的
基
礎
に
お
い
て
な
さ
れ
る
勤
務
の
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

 
 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
）

 

第
六
十
条
の
二　

〔
略
〕

②　

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

 

の
任
期
は
、
採
用
の
日
か
ら
定
年
退
職
日
相
当
日
ま
で
と
す
る
。

③
・
④　

〔
略
〕
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